
愛媛県地域材利用木造住宅建設促進資金利子補給金交付制度の事務手続き

※１．下記 部分は「えひめ優良木造住宅加算」を受けようとする場合に必要となります。
※２．建売 住宅では、建売業者があらかじめ各種証明等を準備しておく必要があります。

○設計審査申請書（様式第２号－１）
○設計変更審査申請書（様式第２号－３）

地方局
土木事務所

（通知）

（申請）

申請者
（提出）

金融機関

○設計審査に関する通知書（様式第２号－２）
○設計変更審査に関する通知書（様式第２号－４）

○長期優良住宅建築等計画認定申請書

特定行政庁

（通知）

（申請）

申請者
（提出）

金融機関

○長期優良住宅建築等計画認定通知書（※１）

○利子補給金申込書（様式第１号）

申請者
(申込）

（通知）
金融機関

○利子補給金申込結果通知書（様式第４号）　　　　　

○申込審査結果報告書（様式第５号）
（報告）

建築中
○納材証明（第９号、10号） ○地域材利用住宅証明申請書（様式第7号）

納材業者
(証明） (提出） （経由）

（交付）

○地域材利用住宅証明書（様式第7号）

○現場審査申請書（竣工時）（様式第３号－１）

地方局
土木事務所 （通知）

（申請）
申請者

○現場審査に関する通知書（竣工時）（様式第３号－２）

特定行政庁
（報告）

申請者

○長期優良住宅建築工事完了報告書（※２）

○承認申請書（様式第６号-１）
○承認延期願（様式第６号-２）

(提出） （経由）

(承認通知）

○承認決定通知書（様式第８号-1）

○交付申請書（様式第１１号）
(提出） （経由）

(決定通知）

○交付決定通知書（様式第１２号）

○委任状（様式第１３号） ○交付請求書（様式第１４号）
(委任） （提出）

(交付）

（報告）

○支払済報告書（様式第１５号）

○変更届（様式第１６号-１）

○辞退届（様式第１７号-１）
(提出） （経由）

(通知）

○変更承認通知書（様式第１６号-２）
○決定取消通知書（様式第１７号-２）

（　　　〃　　　）

（屋根工事完了時）

県　庁

金融機関 県　庁

金融機関

申請者 金融機関 県　庁

（経由）

金融機関 県　庁

金融機関 県　庁

木材協会金融機関

【用語解説】
※１：長期優良住宅建築等計画認定通知書
　「長期優良住宅の普及の促進に関する法
　律」第７条の規定に基づく認定通知書
※２：長期優良住宅建築工事完了報告書
　「長期優良住宅の普及の促進に関する法
　律」第１２条の規定に基づく住宅の建築
　工事が完了した旨の報告書

毎月

（完成（竣工）時）

○承認延期願受理通知書（様式第８号-２）

変更又は辞退の時

　指定金融機関の
　融資申込み時

　指定金融機関と
　融資契約を結んだ時
　
※第１回償還月により
・上半期７月１１日
　　　～９月１０日まで
・下半期１月１１日
　　　～３月１０日まで

利子補給期間中の
９月及び３月

申請者

申請者

（支払）

申請者


